
①　１日あたりの介護保険一部負担金

※上記料金には以下の加算が含まれます。介護職員処遇改善加算・特定処遇加算により、若干の誤差が生じる場合が有ります。

②　１日あたりの食費・滞在費

※個室利用者は別途、特別室料が加算されます。（下記③参照下さい）

③　特別室料（個室を利用された場合のみ） （消費税込）

④　日常生活用品代 （身の回り品150円、教養娯楽費150円） 合計 ( ／1日　）
   利用者様のご希望により選択の上、身の回り品（シャンプー、リンス、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、
　 ビニール袋、ボディソープ、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、義歯入れ、ハンドソープ、化粧水、乳液）
　 などのほか、教養娯楽費として、レクリエーション材料費（折り紙、画用紙、色鉛筆、模造紙、風船等）など、
 　施設で必要なものの費用としてお支払い頂きます。
※タオル・バスタオルは初回利用時に一組お渡ししております。

下記①＋②＋③＋④の合計です。

(R8.6.1より)

（処遇改善加算は、①+⑤より当該加算を除いた金額の9.7％が加算されますので、各月・各人によって異なります。）

１日あたりの標準的な短期入所利用料金

5,264円 5,320円 5,392円 5,453円 5,514円

第3段階② 1日の支払い上限 1,300円 1,370円 430円

第3段階②
多床室 2,843円 3,028円 3,092円 3,150円 3,223円

813円 998円

要介護度4

1,254円

6,022円

　　　要介護度

部屋

介護予防短期入所

短期入所

個室

1,720円 1,793円

2,647円

1,854円

2,328円

　　　　　　　要介護度
利用区分

介護予防短期入所
要支援１ 要支援２

2,523円2,392円

1,598円

2,143円
3,800円

3,413円
1,413円

3,284円

第１段階

第2段階

3,245円
多床室

2,450円
個室 3,444円

多床室

3,744円

1,917円

3,545円

要介護度5

3,694円3,633円

3,933円

3,572円

5,214円

3,994円3,872円
2,923円 3,047円2,984円

3,347円

2,850円
5,092円

2,728円

3,499円 3,557円

4,964円 5,020円

1,163円1,102円

4,933円

300円

1,662円
要介護度１ 要介護度2

3,500円

3,713円
2,584円

3,754円3,691円

5,153円

要介護度3 要介護度4

3,630円
6,078円

1,193円

要介護度3

多床室

6,272円6,211円6,150円

個室 5,065円 5,233円

2,543円

第4段階

第3段階①
多床室

個室

多床室 3,435円

4,765円

3,250円
5,991円個室 5,823円

2,792円

個室 1,320円 ３階、４階の個室を利用された場合に加算。

第3段階① 1,000円

1日の支払い上限

1日の支払い上限

600円

第4段階 1,700円

個室

朝食

料金

25円

775円 974円

夜勤職員配置加算 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 54円

夕食おやつ

介護老人保健施設　西寿

300円

第2段階

要支援１ 要支援２ 要介護度１

短期入所（介護予防短期入所）　利用料金表

1,120円

要介護度2

短期入所

料金

550円 -

430円

要介護度5

68円～

1日の支払い上限第1段階

利用負担段階

費目 費目

滞在費

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

1,317円1,062円

600円100円

1,224円

1日 備考

1,030円

550円

昼食

600円

437円1,728円

1,370円

1日あたり

23円 介護職員等処遇改善加算

食費

400円

943円

430円

個室 多床室

1割負担



（短期）

⑤　その他加算
※備考の条件を満たす場合加算されます。

(備考が分かりにくい場合、説明が欲しい場合は、事務員までお尋ねください）

⑥　その他利用料（１日あたり） （消費税込）

※実費料金について
   理容代（1,500円）、クリーニング利用料、外出泊時のオムツ代、手芸・工作物等の製作品、
 　証明書・診断書・情報開示に関する謄写等の費用。小旅行や観劇等にかかる費用、
   講師を招いて実施する特別な行事に参加を希望された場合の参加費。
※請求書の郵送をご希望の場合は、郵送料として、切手代をご負担いただきます。

「国が定める利用者負担限度額段階」に該当する利用者等の負担額について
○利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。

第１段階…世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者の方。
　　　　　　　　１日当りの食費が３００円、個室居住費が５５０円に減額されます。

第２段階…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が
　　　　　　　　８０万円以下の方。１日当りの食費が３９０円、個室居住費が５５０円に減額されます。

第３段階①…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が
　　　　　　　　８０万円～１２０万円の方。１日当りの食費が１，０００円、個室居住費が１，３７０円に減額されます。

　

第３段階②…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が
　　　　　　　　１２０万円以上の方。１日当りの食費が１，３００円、個室居住費が１，３７０円に減額されます。

＊第１～３段階に該当されない方であっても、高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所し、その
　 利用料の費用負担によって、ご自宅での生活が困難になると市町村が認めた場合は、第３段階の利用
　 者負担限度額段階となることがあります。
＊その他、利用者負担額の詳細については、区や市町村の窓口でおたずね下さい。

総合医学管理加算 288円
治療管理を目的とし、居宅サービス計画が作成されないまま施設が受け入
れを行った場合。（連続で10日まで）かかりつけ医への情報提供。

下記(Ⅱ)の要件を満たした上で、その成果を確認でき、年度ごとに報告できること。見守り機
器を複数導入していること。職員間の適切な役割分担の取り組みを導入していること。月に１
回を限度とする。

療養食加算 9円/食

口腔連携強化加算 53円

緊急時治療管理加算 542円

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 105円

認知症ケア加算 80円

若年性認知症利用者受入加算 126円 若年性認知症の方が入所された場合。

送迎加算 193円

料金

個別リハビリテーション実施加算

重度療養管理加算 126円

251円

持ち込み電化製品使用料

110円

55円

特別室料を頂いている方は無料になります。

１点につき日額５５円頂きます。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 11円

レンタルテレビ

料金 備考費目

費目

(R8.6.1より)

認知症の利用者が、認知症専門棟に入所された場合。

個別リハビリテーションを行った場合。

備考

緊急治療として投薬、注射、処置を行った場合(連続する３日を限度とする）

医師の指示に基づき、特定の療養食を提供した場合。１日３回を限度とする。

要介護度4・5の利用者に、頻回な喀痰吸引・ストマ（障碍４級以上）・経管栄養・中心
静脈注射・褥瘡・気管切開のいずれかの医学的管理を行った場合。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を検討する委員会を開催し、必要
な安全対策・生産性の改善活動を継続的に行っていること。見守り機器を1つ以上導入していること。業
務改善の効果を年度ごとに報告できること。月に１回を限度とする。

送迎車をご利用された場合。表中は片道料金。 (往復は385円)

利用者の口腔の健康状態を評価したうえで、歯科医療機関及び介護支援
専門員に対し、その結果を情報提供した場合。月に１回を限度とする。

1割負担



①　１日あたりの介護保険一部負担金

※上記料金には以下の加算が含まれます。介護職員処遇改善加算・特定処遇加算により、若干の誤差が生じる場合が有ります。

②　１日あたりの食費・滞在費

※個室利用者は別途、特別室料が加算されます。（下記③参照下さい）

③　特別室料（個室を利用された場合のみ） （消費税込）

④　日常生活用品代 （身の回り品150円、教養娯楽費150円） 合計 ( ／1日　）
   利用者様のご希望により選択の上、身の回り品（シャンプー、リンス、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、
　 ビニール袋、ボディソープ、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、義歯入れ、ハンドソープ、化粧水、乳液）
　 などのほか、教養娯楽費として、レクリエーション材料費（折り紙、画用紙、色鉛筆、模造紙、風船等）など、
 　施設で必要なものの費用としてお支払い頂きます。
※タオル・バスタオルは初回利用時に一組お渡ししております。

下記①＋②＋③＋④の合計です。

2,124円

600円100円

2,448円

1日 備考

2,059円

550円

昼食

600円

437円1,728円

1,370円

1日あたり

46円 介護職員等処遇改善加算

食費

400円

1,885円

430円

個室 多床室

介護老人保健施設　西寿

300円

第2段階

要支援１ 要支援２ 要介護度１

短期入所（介護予防短期入所）　利用料金表

2,239円

要介護度2

短期入所

料金

550円 -

430円

要介護度5

136円～

1日の支払い上限第1段階

利用負担段階

費目 費目

滞在費

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

2,634円
個室

朝食

料金

50円

1,549円 1,948円

夜勤職員配置加算 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 107円

夕食おやつ

個室 1,320円 ３階、４階の個室を利用された場合に加算。

第3段階① 1,000円

1日の支払い上限

1日の支払い上限

600円

第4段階 1,700円

7,107円

2,385円

要介護度3

多床室

7,496円7,374円7,251円

個室 5,839円 6,175円

3,356円

第4段階

第3段階①
多床室

個室

多床室 4,433円

5,539円

4,063円
6,933円個室 6,597円

3,854円

4,664円

3,969円
6,193円

3,726円

4,561円 4,676円

5,938円 6,049円

2,326円2,203円

5,875円

300円

2,724円
要介護度１ 要介護度2

4,529円

4,655円
3,838円

5,071円4,945円

6,316円

要介護度3 要介護度4

4,822円

要介護度5

4,918円4,796円

5,096円

4,673円

6,438円

5,218円4,973円
4,115円 4,364円4,238円

4,019円
多床室

3,569円
個室 4,418円

多床室

4,718円

3,234円

4,319円

6,996円

　　　要介護度

部屋

介護予防短期入所

短期入所

個室

2,839円 2,985円

3,964円

3,108円

3,326円

　　　　　　　要介護度
利用区分

介護予防短期入所
要支援１ 要支援２

3,715円3,454円

2,596円

2,956円
4,829円

4,355円
2,226円

4,538円

第１段階

第2段階

(R8.6.1より)

（処遇改善加算は、①+⑤より当該加算を除いた金額の9.7％が加算されますので、各月・各人によって異なります。）

１日あたりの標準的な短期入所利用料金

6,238円 6,349円 6,493円 6,616円 6,738円

第3段階② 1日の支払い上限 1,300円 1,370円 430円

第3段階②
多床室 3,656円 4,026円 4,154円 4,269円 4,415円

1,626円 1,996円

要介護度4

2,508円

2割負担



（短期）

⑤　その他加算
※備考の条件を満たす場合加算されます。

(備考が分かりにくい場合、説明が欲しい場合は、事務員までお尋ねください）

⑥　その他利用料（１日あたり） （消費税込）

※実費料金について
   理容代（1,500円）、クリーニング利用料、外出泊時のオムツ代、手芸・工作物等の製作品、
 　証明書・診断書・情報開示に関する謄写等の費用。小旅行や観劇等にかかる費用、
   講師を招いて実施する特別な行事に参加を希望された場合の参加費。
※請求書の郵送をご希望の場合は、郵送料として、切手代をご負担いただきます。

「国が定める利用者負担限度額段階」に該当する利用者等の負担額について
○利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。

第１段階…世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者の方。
　　　　　　　　１日当りの食費が３００円、個室居住費が５５０円に減額されます。

第２段階…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が
　　　　　　　　８０万円以下の方。１日当りの食費が３９０円、個室居住費が５５０円に減額されます。

第３段階①…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が
　　　　　　　　８０万円～１２０万円の方。１日当りの食費が１，０００円、個室居住費が１，３７０円に減額されます。

　

第３段階②…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が
　　　　　　　　１２０万円以上の方。１日当りの食費が１，３００円、個室居住費が１，３７０円に減額されます。

＊第１～３段階に該当されない方であっても、高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所し、その
　 利用料の費用負担によって、ご自宅での生活が困難になると市町村が認めた場合は、第３段階の利用
　 者負担限度額段階となることがあります。
＊その他、利用者負担額の詳細については、区や市町村の窓口でおたずね下さい。

緊急治療として投薬、注射、処置を行った場合(連続する３日を限度とする）

医師の指示に基づき、特定の療養食を提供した場合。１日３回を限度とする。

要介護度4・5の利用者に、頻回な喀痰吸引・ストマ（障碍４級以上）・経管栄養・中
心静脈注射・褥瘡・気管切開のいずれかの医学的管理を行った場合。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を検討する委員会を開催し、必要な
安全対策・生産性の改善活動を継続的に行っていること。見守り機器を1つ以上導入していること。業務
改善の効果を年度ごとに報告できること。月に１回を限度とする。

送迎車をご利用された場合。表中は片道料金。 (往復は769円)

利用者の口腔の健康状態を評価したうえで、歯科医療機関及び介護支援
専門員に対し、その結果を情報提供した場合。月に１回を限度とする。

(R8.6.1より)

認知症の利用者が、認知症専門棟に入所された場合。

個別リハビリテーションを行った場合。

備考

持ち込み電化製品使用料

110円

55円

特別室料を頂いている方は無料になります。

１点につき日額５５円頂きます。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 21円

レンタルテレビ

料金 備考費目

費目 料金

個別リハビリテーション実施加算

重度療養管理加算 251円

502円

認知症ケア加算 159円

若年性認知症利用者受入加算 251円 若年性認知症の方が入所された場合。

送迎加算 385円

総合医学管理加算 575円
治療管理を目的とし、居宅サービス計画が作成されないまま施設が受け入
れを行った場合。（連続で10日まで）かかりつけ医への情報提供。

下記(Ⅱ)の要件を満たした上で、その成果を確認でき、年度ごとに報告できること。見守り機器
を複数導入していること。職員間の適切な役割分担の取り組みを導入していること。月に１回
を限度とする。

療養食加算 17円/食

口腔連携強化加算 105円

緊急時治療管理加算 1,083円

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 209円

2割負担



①　１日あたりの介護保険一部負担金

※上記料金には以下の加算が含まれます。介護職員処遇改善加算・特定処遇加算により、若干の誤差が生じる場合が有ります。

②　１日あたりの食費・滞在費

※個室利用者は別途、特別室料が加算されます。（下記③参照下さい）

③　特別室料（個室を利用された場合のみ） （消費税込）

④　日常生活用品代 （身の回り品150円、教養娯楽費150円） 合計 ( ／1日　）
   利用者様のご希望により選択の上、身の回り品（シャンプー、リンス、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、
　 ビニール袋、ボディソープ、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、義歯入れ、ハンドソープ、化粧水、乳液）
　 などのほか、教養娯楽費として、レクリエーション材料費（折り紙、画用紙、色鉛筆、模造紙、風船等）など、
 　施設で必要なものの費用としてお支払い頂きます。
※タオル・バスタオルは初回利用時に一組お渡ししております。

下記①＋②＋③＋④の合計です。

3,186円

600円100円

3,671円

1日 備考

3,088円

550円

昼食

600円

437円1,728円

1,370円

1日あたり

69円 介護職員等処遇改善加算

食費

400円

2,828円

430円

個室 多床室

介護老人保健施設　西寿

300円

第2段階

要支援１ 要支援２ 要介護度１

短期入所（介護予防短期入所）　利用料金表

3,358円

要介護度2

短期入所

料金

550円 -

430円

要介護度5

204円～

1日の支払い上限第1段階

利用負担段階

費目 費目

滞在費

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

3,951円
個室

朝食

料金

75円

2,323円 2,922円

夜勤職員配置加算 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 160円

夕食おやつ

個室 1,320円 ３階、４階の個室を利用された場合に加算。

第3段階① 1,000円

1日の支払い上限

1日の支払い上限

600円

第4段階 1,700円

8,136円

3,577円

要介護度3

多床室

8,719円8,537円8,353円

個室 6,613円 7,118円

4,169円

第4段階

第3段階①
多床室

個室

多床室 5,431円

6,313円

4,876円
7,876円個室 7,371円

4,916円

5,981円

5,088円
7,295円

4,724円

5,623円 5,795円

6,912円 7,078円

3,489円3,305円

6,818円

300円

3,786円
要介護度１ 要介護度2

5,558円

5,598円
5,092円

6,388円6,199円

7,479円

要介護度3 要介護度4

6,014円

要介護度5

6,141円5,959円

6,259円

5,775円

7,661円

6,441円6,075円
5,307円 5,681円5,492円

4,793円
多床室

4,688円
個室 5,392円

多床室

5,692円

4,551円

5,093円

7,970円

　　　要介護度

部屋

介護予防短期入所

短期入所

個室

3,958円 4,177円

5,281円

4,362円

4,324円

　　　　　　　要介護度
利用区分

介護予防短期入所
要支援１ 要支援２

4,907円4,516円

3,594円

3,769円
5,858円

5,298円
3,039円

5,792円

第１段階

第2段階

(R8.6.1より)

（処遇改善加算は、①+⑤より当該加算を除いた金額の9.7％が加算されますので、各月・各人によって異なります。）

１日あたりの標準的な短期入所利用料金

7,212円 7,378円 7,595円 7,779円 7,961円

第3段階② 1日の支払い上限 1,300円 1,370円 430円

第3段階②
多床室 4,469円 5,024円 5,216円 5,388円 5,607円

2,439円 2,994円

要介護度4

3,762円

3割負担



（短期）

⑤　その他加算
※備考の条件を満たす場合加算されます。

(備考が分かりにくい場合、説明が欲しい場合は、事務員までお尋ねください）

⑥　その他利用料（１日あたり） （消費税込）

※実費料金について
   理容代（1,500円）、クリーニング利用料、外出泊時のオムツ代、手芸・工作物等の製作品、
 　証明書・診断書・情報開示に関する謄写等の費用。小旅行や観劇等にかかる費用、
   講師を招いて実施する特別な行事に参加を希望された場合の参加費。
※請求書の郵送をご希望の場合は、郵送料として、切手代をご負担いただきます。

「国が定める利用者負担限度額段階」に該当する利用者等の負担額について
○利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。

第１段階…世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者の方。
　　　　　　　　１日当りの食費が３００円、個室居住費が５５０円に減額されます。

第２段階…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が
　　　　　　　　８０万円以下の方。１日当りの食費が３９０円、個室居住費が５５０円に減額されます。

第３段階①…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が
　　　　　　　　８０万円～１２０万円の方。１日当りの食費が１，０００円、個室居住費が１，３７０円に減額されます。

　

第３段階②…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が
　　　　　　　　１２０万円以上の方。１日当りの食費が１，３００円、個室居住費が１，３７０円に減額されます。

＊第１～３段階に該当されない方であっても、高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所し、その
　 利用料の費用負担によって、ご自宅での生活が困難になると市町村が認めた場合は、第３段階の利用
　 者負担限度額段階となることがあります。
＊その他、利用者負担額の詳細については、区や市町村の窓口でおたずね下さい。

緊急治療として投薬、注射、処置を行った場合(連続する３日を限度とする）

医師の指示に基づき、特定の療養食を提供した場合。１日３回を限度とする。

要介護度4・5の利用者に、頻回な喀痰吸引・ストマ（障碍４級以上）・経管栄養・中
心静脈注射・褥瘡・気管切開のいずれかの医学的管理を行った場合。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を検討する委員会を開催し、必要な
安全対策・生産性の改善活動を継続的に行っていること。見守り機器を1つ以上導入していること。業務
改善の効果を年度ごとに報告できること。月に１回を限度とする。

送迎車をご利用された場合。表中は片道料金。 (往復は1154円)

利用者の口腔の健康状態を評価したうえで、歯科医療機関及び介護支援
専門員に対し、その結果を情報提供した場合。月に１回を限度とする。

(R8.6.1より)

認知症の利用者が、認知症専門棟に入所された場合。

個別リハビリテーションを行った場合。

備考

持ち込み電化製品使用料

110円

55円

特別室料を頂いている方は無料になります。

１点につき日額５５円頂きます。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 32円

レンタルテレビ

料金 備考費目

費目 料金

個別リハビリテーション実施加算

重度療養管理加算 377円

753円

認知症ケア加算 239円

若年性認知症利用者受入加算 377円 若年性認知症の方が入所された場合。

送迎加算 577円

総合医学管理加算 862円
治療管理を目的とし、居宅サービス計画が作成されないまま施設が受け入
れを行った場合。（連続で10日まで）かかりつけ医への情報提供。

下記(Ⅱ)の要件を満たした上で、その成果を確認でき、年度ごとに報告できること。見守り機器
を複数導入していること。職員間の適切な役割分担の取り組みを導入していること。月に１回
を限度とする。

療養食加算 25円/食

口腔連携強化加算 157円

緊急時治療管理加算 1,624円

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 314円

3割負担


